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企業の経営危機に際し、どのように対応するか

（再建をテーマとして）
弁護士 安 達 一 彦

中小企業の場合、経営者の保有資産が少なく資金調達能力に限界があるだけに事業活動から生じるトラブル、
事故・災害などのトラブル、社員が引き起こすトラブル等ちょっとしたトラブルから経営危機を招来する可能
性があります。
企業の経営危機に際し、どのような手続選択が考えられますでしょうか。

１．再建か、清算か

企業を再建するか、清算するかのメルクマールは「営業利益」と「人」及び「資金繰りの検討」にあります。
「営業利益」を計上している会社は、無借金ならやっていける会社といえますので再建できる可能性が高いのです。

企業は「人」「物」「金」によって成り立っているといわれており「人」の要素は重大です。経営者、従業員に私財の提供等
を含め再建に対する熱意と実行力がなければ再建がおぼつきません。
再建にあたっては、再建資金の準備と支払いの優先順位の検討等「資金繰りの検討」が必要です。
一般債権者に対する弁済の前に、手形支払い・従業員の給料・材料費・公共料金・賃料等維持費等を優先して支払う

必要性があるとの認識が重要なのです。

２．法的手続か、任意整理か

企業を再建するとして、どのような手続を選択したら宜しいでしょうか。
法的手続には、民事再生・会社整理・会社更生等があります。
法的手続は、暴力団等和解交渉が不適切な債権者が存在する場合、個別の執行を強行しようとする非協力的

債権者がいる場合、債権者に対し信頼感・公平感が得られない場合、これを選択するメリットがあります。
任意整理とは、法的手続によらないで債務者と債権者相互間の合意により企業を再建する手続です。
任意整理を選択するメリットは次のとおりです。

（１）管轄の制約がない。
任意整理は、各債権者との和解交渉であり裁判手続を利用しない制度ですから裁判管轄が存在しません。

裁判所という限定された場所及び期日という日時の制約なしに、遠隔地であっても手紙・電話・ファクスを利用して
債権者との交渉が可能です。
（２）コストが安い。
法的手続は、裁判所に予納金を納付する必要性がありコストがかかります。

（３）迅速性がある。
法的手続は、監督委員等の選任・和解案の提出期間・債権者説明会等裁判所の定めたスケジュールに制約さ

れますので迅速性にかけます。
（４）法的手続が障害となる場合がある。
法的手続が賃貸借契約の解除原因となっている場合や、法的手続の申立により指名入札参加資格が失われる

等法的手続が再建の支障となる場合がありますので慎重な対応が望まれます。
（５）代理人がイニシアチブをとれる。
任意整理においては、裁判所から選任された監督委員等によらず代理人が主体的に債権回収、資産の換価を

することができまた債権者との和解交渉が可能です。

３．再建の手法として、何が考えられるか

再建の手法として、合併・会社分割・事業譲渡・株式交換・株式移転等があります。
それぞれの利害得失がありますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

◀


